
　
町
で
は
、
綾
瀬
川
を
は
じ
め
と

し
た
周
辺
水
環
境
の
水
質
保
全
と
、

公
衆
衛
生
お
よ
び
住
環
境
の
向
上

を
目
的
と
し
て
、
公
共
下
水
道
の

整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。 

　
３
月
３１
日
か
ら
公
共
下
水
道
を

使
え
る
区
域
が
拡
大
さ
れ
、
新
た

に
下
水
道
が
使
用
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
地
域
は
、
小
室
地
内
工
業

専
用
地
区
・
細
田
山
地
区
・
中
部

お
よ
び
北
部
区
画
整
理
事
業
地
内

の
一
部
で
す
。 

　
公
共
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に

な
っ
た
区
域
の
く
み
取
り
便
所
は
、

３
年
以
内
に
水
洗
便
所
に
改
造
す

る
よ
う
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
、
区
域
内
に
お
住
ま

い
の
方
は
早
め
に
接
続
工
事
を
行

っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
ま
た
、
し
尿
浄
化
槽
を

お
使
い
の
方
に
つ
い
て
も
、
で
き

る
だ
け
早
く
浄
化
槽
を
廃
止
し
て

公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
り
ま
す
。 

　
公
共
下
水
道
へ
の
接
続
工
事
は
、

必
ず
町
が
指
定
し
た
「
指
定
工
事

店
」
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
排
水
設
備
工
事
に
伴
う
費
用

は
個
人
負
担
に
な
り
ま
す
。 

　
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

　
　
都
市
整
備
課
下
水
道
施
設
係

�
７
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―
２
１
１
１
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町
で
は
、
水
道
水
を
安
心
し
て

ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
、
定
期

的
に
検
査
を
行
い
、
安
全
を
確
認

し
て
い
ま
す
。
そ
の
検
査
を
実
施

す
る
に
あ
た
り
事
前
に
検
査
項
目
・

頻
度
な
ど
を
計
画
し
、
そ
れ
に

基
づ
き
実
施
し
て
い
ま
す
。
平
成

１７
年
度
の
水
質
検
査
計
画
に
つ
き

ま
し
て
は
水
道
課
窓
口
に
て
配
布

お
よ
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ

い
。 

　
今
後
も
安
心
し
て
ご
利
用
い
た

だ
け
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す

の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

　
　
水
道
課 
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　広報３月号でもお知らせしたとおり、狂犬病予防注射を実施します。都合の良
い会場で受けてください。 
※雨天の場合は中止とし、中止になった会場は予備日に実施します。 

問 問 

問 　　環境対策課　２４２１ 内 

（実施場所） 
実施日 予備日 

午前の部 
１０：００～１１：３０ 

午後の部 
１３：３０～１５：００ 

４／１１ 
� 

４／１８ 
� 

なつつばき公園 氷川児童公園 

４／１２ 
� 

４／１９ 
� 

原児童公園 

ふれあい活動 
センター 
（ゆめくる） 
駐車場 

４／１３ 
� 

４／２０ 
� 

町制施行 
記念公園 
多目的広場 

南田児童公園 

４／１７ 
� 

４／２４ 
� 

役場駐車場 中島児童公園 

上越新幹線 東
北
新
幹
線

なつつばき 
公園 
● 

役場 
● 

● 
記念公園 

● 
原児童公園 

氷川児童公園 
● 

ゆめくる 
● 

県道さいたま・栗橋線 

● 
南田児童公園 

中島児童公園 
● 

私
た
ち
の
身
近
な
公
共
下
水
道�

３
月
３１
日
か
ら
使
用
開
始
区
域
が�

拡
大
さ
れ
ま
す�

公
共
下
水
道
へ
の
接
続
を

公
共
下
水
道
に
つ
な
ぐ
に
は

平
成
１７
年
度
浄
水
水
質
検
査�

計
画
を
策
定
し
ま
し
た�
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町
で
は
豊
か
な
自
然
環
境
を
守

る
た
め
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す

も
の
に
つ
い
て
、
補
助
金
制
度
を

設
け
て
い
ま
す
。 

　
下
記
の
補
助
制
度
を
希
望
さ
れ

る
方
は
環
境
対
策
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

名称 

内容 
対象 

補助金の額等 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請の方法 

小型合併処理浄化槽設置�

生活雑排水（台所、風呂、洗濯等の排水）と、し尿を合わせて処理することができる合併浄化槽の設置者に補助金を交付します。 
下水道の事業認可区域以外に専用住宅を所有または建築予定の方 
設置にかかった費用の２分の１以内で、浄化槽の大きさ（人槽）により、限度額が変わります。（下表を参照ください） 
 
 
 
 
 
 
 
また、既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換される場合には、転換費用の一部を補助します。（限度額６０,０００円） 
補助を希望される方は、設置前に環境対策課にお問い合わせください。 

名称 

内容 
対象 
要件 
 
 
 

補助金の額等 
その他 
 
 
 

申請の方法 

住宅用太陽光発電システム設置補助金�

環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進を図るため、太陽光発電システムを設置する方に補助金を交付します。 
自ら居住する町内の住宅に、太陽光発電システムを設置する方。 
補助対象となる太陽光発電システムは次に掲げるものとなります。 
１）自宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系したもの（太陽電池の最大出力は１０キロワット未満であること） 
２）未使用であること（中古品は対象となりません） 
３）電力会社と電灯契約を締結していること 
１システム　１００,０００円 
太陽光発電システムとは… 
○太陽のエネルギーを直接電気に変換し、電力を供給する電源システムです。 
○大気汚染物質を発生しないなど、地球環境に極めてやさしいシステムです。 
○発電した電気が余れば電力会社に電気を売ることができ（売電）、足りない場合には通常どおり電力会社から買うことができます。 
補助を希望される方は、設置前に環境対策課にお問い合わせください。 

名称 

内容 
対象 
 
 
 

補助金の額等 
 
 
 

申請の方法 

生ごみ処理容器等購入費補助金�

家庭から出される生ごみの減量化を図るため、ごみ処理容器等の購入者に対して、補助金を交付します。 
・町内に住所を有し、現に居住している方（事業所は除きます） 
・処理容器等を常に良好な状態で維持管理できる方 
・堆肥化された生ごみを自家処理することができる方 
・町内において処理容器等を購入する方�
いずれも購入金額に２分の１を乗じて得た額。ただし、１００円未満の端数については切り捨て。 
・コンポスト購入にかかる補助金の限度額は、１基につき２,５００円で、１世帯２基までとなります。 
・ＥＭ式の購入にかかる補助金の限度額は１基につき１,０００円で、１世帯２基までとなります。 
・電気式の購入にかかる補助金の限度額は１基につき２０,０００円で、１世帯１基までとなります。 
次に掲げるものを揃え、必要事項を記入し環境対策課へ提出してください。 
１）申請書（環境対策課で配布しています） 
２）領収書（購入日、購入者の氏名、販売店の所在地および名称、ならびに処理容器等の名称・形式の記載されたもの） 

浄 化 槽 の 大 き さ  補 助 限 度 額 （円） 

５人槽 

６～７人槽 

８～１０人槽 

３５４,０００ 

４１１,０００ 

５１９,０００ 

問 　　環境対策課　２４２１．２４２３ 内 

（補助金の種類） ※各補助金の内容について詳しくは担当にお問い合わせください。 

地球に地球に�
やさしいやさしい�
エコロジーエコロジー�

地球に�
やさしい�
エコロジー�

ご利用ください 

・生ゴミ処理容器等購入費補助金�

・住宅用太陽光発電システム設置補助金�

・小型合併処理浄化槽設置補助金のご案内�

ご利用ください 

・生ゴミ処理容器等購入費補助金�

・住宅用太陽光発電システム設置補助金�

・小型合併処理浄化槽設置補助金のご案内�
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